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令和２年９月定例会一般質問表 
 

                            ９月３日、４日、７日                           

受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 
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１．少子化対応について 

８月３日の山形新聞に、山形県の「やまがた創生総合戦

略」達成状況まとめとして、おおむね順調に推移とする記

事が掲載されました。 

私は、状況一覧表の人口動態を見て、この判断に大きな

疑問を持ちました。県外転入・転出数、出生率、婚姻率、

これらのいずれも未達成どころか逆に悪化しております。

この要因をしっかり分析して対策を講じなければ、いずれ

他の数値も悪化せざるを得なくなると考えます。 

当市の状況と今後の取り組みを伺います。   

        

２．ＥＶ充電スポット設置推進について 

原油価格の高騰、エネルギー制約やエコ活動に対する認

識の高まり、また環境保全の観点からも近年電気自動車（Ｅ

Ｖ・ＰＨＶ）が注目されております。  

 しかしその反面、充電設備は自動車メーカーが販売店に

設置したり、また公共の場に国や自治体が設置したりして

おりますが、従来のガソリンスタンドに比べまだまだ数が

少ないため、これからのインフラ整備が望まれているのも

現状です。当市においても、旧国道１３号沿いに３店舗が

ＥＶ充電スポットを設置している状況です。   

今年４月１５日、山形三菱自動車販売株式会社と災害時

協力協定を締結されました。感謝申し上げます。締結式で、

白岩市長は「地震等が発生し、大規模・長期間にわたる停

電被害の発生時には、ライフラインの応急対応や災害復旧

が急務とされる中、電動車両及び給電装置の協力は、移動

手段としての機能だけではなく、電力や燃料の供給が途絶

えた場合の機動力ある非常用電源として活用することがで

き、安全･安心なまちづくりのため大変心強く思っている。」

と挨拶されております。 

山形県のＨＰの観光情報では、設置箇所について「観光

やビジネスで電気自動車をご利用いただく際、県内を安心

して周遊いただけるよう一覧表を作成しましたので、ご活

用ください。」として利用の普及に努めています。  

「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電イ

ンフラ整備事業費補助金」を利活用した文化会館や市内旅

館への設置を推進してはどうでしょうか。  
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受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 
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３．情報の平等化について     

 先月の豪雨で避難所となった公民館で待機や見回りを行

いました。このとき気になったのが情報不足です。避難さ

れた方もどうなるのか、どうなっているのか、テレビの情

報しか入らず不安に過ごされていました。こんな状況の時

こそ、ケーブルテレビが地域に寄り添いながら、状況を知

らせてくれたらと思いましたが、金山地区を含む市内の一

部に配信されておりません。     

ケーブルテレビは、災害情報や地域情報の提供など公共

的な役割を担っており、自然災害が多発する中で、自治体

と密接に連携・協働し、被災地の住民の視点に立った情報

を継続的に提供すること等により、災害時の情報伝達手段

としての重要性が、地域住民や地域社会に認識され普及し

てきたと思います。 

また､ケーブルテレビ事業者が有する地域の魅力あふれ

る風景の映像､地元の名産品や伝統工芸・芸能等のコンテン

ツ素材は「宝の山」であり､県内外に展開し、置賜の魅力を

生き生きと伝えることで地域経済の活性化を推進し、その

効果が期待されています。情報が入手出来る地域と出来な

い地域の格差は、あまりにも大きいと言わざるを得ません。   

しかし、ケーブルテレビ事業を取り巻く市場・競争環境

は急速に変化しており、放送分野では、若年層を中心にテ

レビ離れが進み、ネット動画等が台頭する中で、これらに

対抗しつつ、デジタル化に続く技術革新である４Ｋ・８Ｋ 

化に対応することが喫緊の課題となっているようです。 

このような状況を踏まえ、今後の情報の平等化への取り

組みについて伺います。    

   

（１）ケーブルテレビの市内への普及過程  

     

（２）今後の情報平等化への取り組み   
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受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 
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４．森林の整備について     

私は、昨年１２月の一般質問で森林の利活用と保全を取

り上げました。 

  「森林は十分な手入れがなされず、荒廃が目立つように

なりました。荒廃した森林は、台風や地震、大雨等によっ

て、土砂災害を起こしやすくなります。さらに、二酸化炭

素を吸収する働きも低下し、温暖化防止機能も低下しま

す。山林が面積の１／２を占める、私たちの南陽市も例外

ではありません。平成２７年国勢調査の産業大分類別構成

表をみても、従事者２０名、構成比率は０．１２％です。

事前防災・減災対策としての「治山事業」により機能が低

下した保安林の整備を推進する必要があり、市の喫緊の課

題と思います。」と提言させていただきました。 

市長答弁は「森林経営管理法が平成３１年４月から施行

されております。森林経営管理法においては、その役割を

市町村が担うことになるため、必要な財源に充てるための

森林環境譲与税も創設されましたが、制度が運用されたば

かりでもございますので、改めて現状や課題を整理し、南

陽市森林整備計画、森林経営管理法における多様で健全な

森林への誘導も踏まえ、本市の現状に即した制度全体の進

め方を検討してまいります。」とのことでした。  

しかしながら、全国的にも毎年豪雨災害が多発しており、

当市においても平成２５年・２６年の豪雨災害、昨年の台

風１９号災害、そして先月の豪雨災害と、異常気象が続い

ております。これらの災害拡大は、短時間降雨量の激増と

治山治水の悪化が主たる要因と思います。 

 第６次 南陽市総合計画基本構想 計画大綱（基本目標）

では、         

４．強くてしなやかなまち・住みよいまちをつくる 

① 災害に強いまちをつくる    

５．自然の豊かさを守る  

山や川、豊かな自然を未来につなぎます 。 

① 自然環境を守る     

 としています。 

既存の森林計画や治山治水関連の計画を見直し、２００

０年以降のゲリラ豪雨と呼ばれるような短時間降雨量の激

増を考慮した、新たな計画の策定が必要なのではないかと

思われますが市長のご見解を伺います。  
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受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 
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１．学校における新型コロナウイルスと「新たな生活様式」

の確立について 

 本市では新型コロナ（COVID-19）感染予防対策として、

３月３日ないし４日から６月１日までの完全登校まで約２

ヵ月余り休校措置をとりました。学習面での遅れは当然の

ことながら、あらゆる学校行事、スポ少活動、地域との文

化行事が中止となり、子供達の活躍の場が失われました。

今の日本の感染状況は、緊急事態宣言時より多い６万６６

７人（８／２１現在）に迫り、第二波の到来と言われてお

ります。また世界の感染者は２２４１万人（８／２０現在）

に上り、終息の先が見えない状況にあります。 

このように長期化することは避けられない現状で、教育

現場にも大きな変化を余儀なくされております。 

今までの感染防止の教訓を活かしながら、子供の健やか

な学びを保障しなければなりません。 

以上の観点から何点か質問をします。 

 

（１）首相の突然の全国一斉休校要請により、教育委員会と

してどのような協議経過を経て結論を出したのか。 

 

（２）学習の遅れが生じることは避けられないが、その間ど

のように対応したのか。 

 

（３）コロナ対応の教訓と今後の「学校の新たな生活様式」

はどのように考えているのか。 
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受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 
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２．中学校の部活動の在り方について 

 

（１）部活動数の整理について 

少子化により生徒数が減少している中で、単独では試

合にも出場できないクラブ種目が増えてきております。

毎年、どの学校も部員の獲得と指導する人材獲得に苦慮

されております。既に、「部活動検討委員会」など設置 

して検討協議されている学校がありますが、教育委員会

として統一した方向性を打ち出さなければならない時期

にきていると思います。どのように考えておられるのか。 

 

（２）外部コーチの待遇について 

種目によっては、専門の外部指導者を校長名でコーチ

として委任されております。平成３１年文科省の指導に

より部活動指導員を配置できるようになりました。部活

動指導員の報酬は公費で賄われておりますが、一方外部

コーチはほとんど無報酬であります。外部コーチは仕事

との調整をつけるなどして寸暇を惜しんで指導されて 

おります。また日中に部活動を指導できる人材は限られ

ております。外部コーチは無償のボランティアとしてで

はなく有償のボランティアとして取り組んでいただきた

いのですが、教育委員会の考えは。 

 

３．ワンストップ行政サービスの拡充について 

市民のニーズが多様化する中、また超高齢化社会を迎え

た現在において、市民目線に立った行政サービスを効率的、

効果的に提供していくことが求められております。 

しかしながら、窓口サービスにおいては、関連する手続

きにおいて、複数の窓口を回る状況にあります。 

以上の観点から何点か質問をします。 

 

（１）ワンストップサービスの必要性の認識は。 

  

（２）現在取り組んでいるワンストップサービスは。 

 

（３）今後の取り組みの方向性は。 
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１．未来に伝える山形の宝「白竜湖」について 

未来に伝える山形の宝「白竜湖」は、様々な影響から、

年々湖底が浅くなり、面積も狭くなり、何もしなければ今

世紀中に消滅する可能性まで言及される状況に至っており

ます。 

環境保全の手段については「白竜湖調査報告書」に記さ

れてありますが、難しい課題が山積しております。 

「蘇らせたい原風景の姿」にもう一つの目標を加え、長

期的視点で、「白竜湖」、「夕鶴の里」、「合唱組曲南陽讃歌 

白竜湖」などを結び付ける「ツル」の存在を活用して、更

に、観光資源として磨き上げることができないかというこ

とです。 

様々な課題解決項目に ①雷魚の駆除をすること ②水

質改善を行うこと を追加、実現することによって、ツル

や水鳥が飛来する可能性が生まれてくると聞きます。 

そこで、市長のお考えを伺います。 

  

（１）上記の課題解決とともに、将来、白竜湖にトキやツル、 

その他の水鳥、白鳥やカモなどが飛来するような環境づ 

くりのための、調査・研究に取り組んでみてはいかがで 

しょうか。 
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２．「安全・安心なまちづくり」森林整備の促進について 

  ７月、梅雨前線による集中豪雨が、九州地方から東北地

方まで、広範囲に甚大な被害をもたらしました。 

  気候変動の時代を迎え、従来の経験が通用しない災害へ

の備えが待ったなしとなっています。 

  国の来年度予算の指針となる修正骨太方針では、相次ぐ

豪雨災害や防災強化は「国の重大責務」と明記し、国土強

靭化に関する記載を拡充しました。この中で、災害から国

民の命と暮らしを守るための一つに「森林整備を加速す

る」としています。 

  ２０１９年度に施行された森林環境譲与税は、地球温暖

化、災害防止、国土保全、水源涵養などの機能を発揮する

ことを目的にしています。 

  ７月の水害では、河川整備が進んでいることで最小限の

被害に抑えることができたものと思います。 

  しかし、河川整備が進む中で、森林整備は遅れを取って

いる状況にあります。 

  気候変動の時代だからこそ、森林整備を急ぐことが求め

られていると思います。 

  そこで、市長のお考えを伺います。 

 

（１）現時点の森林整備率について伺います。 

  

（２）第６次市総合計画で、災害防止対策等としての森林整    

  備をどう位置づけるのか伺います。 

  

（３）市が森林の経営管理の委託を受け、林業経営者等に再 

  委託して、適切な森林経営管理を行う森林経営管理制度

の、現在の進捗状況及び今後の実質的な森林整備が始ま

る時期の見通しについて伺います。 
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１．市役所正面玄関フロアに総合案内所の設置について 

 

（１）年間、市役所を訪れる人はどれくらいいるでしょうか。

南陽市民または市外の人や事業者の人たちを含めれば

相当な数になると思います。その中で、数回市役所に来

たことのある人や若い人などは、案内図を見て自分の目

的の部署にスムーズに行くことが出来ると思いますが、

初めての人や年配の人は戸惑うことが大いにあると思

います。 

  そこで、戸惑っている人のために総合案内所を設置

し、目的の部署にスムーズに行けるようにすることが市

民サービスだと思います。また、市役所に来て戸惑って

いる人は、一階フロアのいずれかの課に尋ねているよう

ですが、その中で市民課の窓口に来られる人が一番多い 

 ようです。そうした場合、市民課に限らず窓口の職員は

自分の業務とは違うことで席を立ち対応しなければな

りません。その時も、いやな顔をせず、親切に対応して

いると思います。しかし、回数が重なると本来の業務が

滞ってしまうことや、年配の方の場合、質問の内容が良

く分からないこともあり、時間がかかってしまうことも

あると思います。そして内容によっては職員が十分に理

解していないこともあり、お客様に迷惑をかけることも

あるかもしれません。お客様をたらい回しにすることな

く、スムーズに目的の部署に案内することと、職員の事 

 務の効率化を図るためにも総合案内所を設置する必要

があると思いますが、市長の認識をお伺いします。 

 

市  長 

関係課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ９ 

受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 

１､２､３､･  (１)､(２)､(３)･･ ①､②､③･･･ 

答 弁 を     

求める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

番 

 

 

小 

 

松 

 

 

武 

 

美 

 

 

 

議 

 

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．種苗法一部改正案について 

 

（１）第２０１回通常国会で成立を目指した種苗法の一部改

正案ですが、審議不十分ということで継続審議となりま

した。日本の農業経営を守り発展させていくには種苗法

の改正が本当に必要なのか、もっと議論を重ねる必要が

あると考えます。 

近年、日本の農産物の苗木が国外に持ち出され、現地 

での栽培が広がり、格安で流通する事例が発生していま 

す。多額の国費を投入し開発した品種が外国で勝手に使 

われ、場合によっては、逆輸入によって国内市場も奪わ 

れる危険性も出てきています。例えば、南陽市でも栽培 

が増えている「シャインマスカット」は中国に流出し栽 

培されています。これは、広島県で約１５年の歳月をか 

けて開発したものです。また、韓国ピョンチャン冬季オ 

リンピックで、女子カーリング選手が食べていた大きな 

イチゴが日本から持ち出されたと話題になりました。 

 種苗法改正案には、このような持ち出しを防止するた 

めとして、農家が収穫物の一部を次期作の種苗として使 

う「自家増殖」を、原則自由から原則禁止に変え、育成 

権者から許諾なしに使えないようにすることが盛り込 

まれています。 

農水省は、規制の対象は１割未満の登録品種に限られ 

それ以外の一般品種は「自家増殖」でき、登録品種の大 

半は公的機関が開発者で安価な許諾料を払えば「自家増 

殖」は可能と説明しています。しかし、現行の種苗法の 

下でも禁止された品種が２０１６年までに８２種類だっ 

たのが、今では約４００種まで増えています。 

法改正で、許諾制が盛り込まれれば、許諾に関する事 

務手数料や費用負担が増え、海外の大手アグリ企業が生 

産した種子を品種登録して、高価な許諾料を設定する可 

能性もあります。そうなれば毎年高い種子を購入しなけ 

ればならなくなり負担が増えます。そればかりか伝統野 

菜の種子も「自家増殖」できなくなり、大手アグリ企業 

の寡占化により、農家や消費者の選択肢を制限すること 

になってしまいます。 

 

 

 

 

市  長 

関係課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １０ 

受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 

１､２､３､･  (１)､(２)､(３)･･ ①､②､③･･･ 

答 弁 を     

求める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

番 

 

 

小 

 

松 

 

 

武 

 

美 

 

 

 

議 

 

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも農家の「自家増殖」を制限しても、種苗法は 

国内法のため域外流出を止める対策とはなりえないと 

の指摘もあります。「自家増殖」禁止の目的は、遺伝子 

組み換え種苗が普及すると一代交配のＦ１種と違い、毎 

年同じ性格、同じ品質の種苗をつくることができ、農家 

は毎年購入する必要がなくなります。開発した企業には 

大きな損失になってしまいます。開発企業の利益を守る 

ため「自家増殖」を制限し、将来は全面的に禁止する方 

向に行くのではないでしょうか。 

また、遺伝子組み換え種苗には特定の除草剤とセット 

での販売も行われています。その除草剤の健康被害も問 

題になっています。 

これらのことから、「自家増殖」が原則禁止になるこ 

とで、日本の農業を守ることにつながるか、市長の認識 

をお伺いします。 

  

（２）除草剤の健康被害が問題になっていますが、除草剤の 

主成分グリホサートが入っている除草剤を、公的施設 

（学校、幼稚園、児童館、公園等）で使用を禁止する 

必要があると考えますが、市長の認識をお伺いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  長 

関係課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １１ 

受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 

１､２､３､･  (１)､(２)､(３)･･ ①､②､③･･･ 

答 弁 を     

求める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

番 

 

 

高 

 

橋 

 

 

一 

 

郎 

 

 

 

議 

 

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  私は「住んでみたい、行ってみたい南陽市」をめざして

※ロハスシティー南陽を唱え、一般質問を通し政策的な提

案をしています。 

※ロハス:Lifestyles of Health and Sustainability 頭文字

をとった略語で、健康と環境、持続可能な社会生活を心がけ

る生活スタイル「LOHAS」のこと。 

 

  令和２年豪雨は７月２６～２９日にかけて本市をも襲

いました。今回の雨もあと２時間大雨が降ったら吉野川は

洪水になったのではないかと、肝を冷やしたのは私だけで

はありません。 

  波を立てて勢いよく流れる速さを目前に見ると恐怖以

外の何物でもありません。花見橋上流左岸を鋭く抉られた

場所は、その流れの速さ・強さを端的に表しています。 

  平成２６年豪雨と同程度の雨が降っても大丈夫のよう

な設計で現在も工事は進んでいます。しかし、それを超え

る雨が降る確率が高いことは、昨今の日本各地の被害状況

を見ても明らかです。抜本的な対策を講じるしか安全で安

心な生活は得られないと改めて痛感しました。 

 

１．吉野川の豪雨洪水への抜本的対策について  

次の点について、具体的にどう考え、行動されるのか市

長の考えをお伺いします。 

 

（１）遊水地などの確保 

   吉野川流域の吉野橋上流に遊水地を確保する。 

 

（２）遊水地の通常時のスポーツ利用 

遊水地の一部をコンクリート施工して、若者に人気の

スケートボードや、スノーボードができれば、一石二鳥

の利用が可能になる。 

   

（３）上流支川の砂防工事 

土砂や水が本川に流れないように、砂防ダムなどをつ 

くる。 

 

（４）羽黒橋及び土場橋の改修 

流木がひっかからないような橋脚のない橋に早くかけ

替えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  長 

関係会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １２ 

受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 

１､２､３､･  (１)､(２)､(３)･･ ①､②､③･･･ 

答 弁 を     

求める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

番 

 

 

高 

 

橋 

 

 

一 

 

郎 

 

 

 

議 

 

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．高ツムジ山の眺望について 

十分一山から砂利道を車で５分登ると駐車場があり、歩

いてすぐの頂上からは３６０度のパノラマビューイングを

楽しめます。国道から１０分でこれだけの景観を楽しめる

のは、日本でも有数だと思います。一度見るとまた来たく

なるスポットです。 

ただ、方向を見て山の名前がわかる案内板がなく、観光

客等からも一目で分かるような表示があれば、親切なおも

てなしの南陽市になります。 

また、北側の見晴らしは伸びた樹木により妨げられてい

ます。折角の３６０度パノラマが泣いています。 

次の提案をしますので市長の考えをお伺いします。 

 

（１）案内板の設置 

吾妻山、大荒沢山、飯豊連峰、朝日連峰、月山、蔵王

山等の表示板の設置。 

 

（２）北側見晴らしの確保  

松などの樹木伐採を行い、まさしく３６０度ビューイ

ングが楽しめるような環境に改善し、保持すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  長 

関係課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １３ 

受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 

１､２､３､･  (１)､(２)､(３)･･ ①､②､③･･･ 

答 弁 を     

求める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 

 

番 

 

 

佐 

 

藤 

 

 

 

 

明 

 

 

 

議 

 

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．豪雨による災害対策について 

  ７月２７日からの豪雨による災害で、県内は広い範囲で 

 住宅の浸水被害を始め生活基盤に甚大な被害が発生し、農 

作物など農林水産関係の被害は、県のまとめでは３２市町

村で確認されているだけで２，４８８ヘクタールに及び、

被害額は調査継続中でありますが、約２７７億円と発表さ

れております。ご承知のように、日本列島はこの夏も全国

各地で記録的な豪雨に襲われ、大きな被害をもたらしまし

た。日本列島は、地震、津波、火山等々危険などもあり、

日本のどの地域でも災害とは決して無縁ではありません。

本格的な台風シーズンを迎える中で、災害による犠牲者を

出さないためにも、国、自治体は今までの教訓に学び、国

土と地域の危険箇所などを総点検し、本格的対策に全力を

挙げることが急がれております。 

以上の立場から次の項目について質問をいたします。 

 

（１）水害の被害状況と被害金額は。 

 

（２）平成２５年度、平成２６年度に集中豪雨による家屋の

浸水、農地・道路の冠水、土砂崩れ等々甚大な被害を受

けました。この大災害の教訓をどう学び、どう生かされ

たのか。 

 

（３）被災者の生活再建のための市独自の支援策の考えは。

被災者救援基金の創設はどう考えておられるか。 

 

（４）吉野川の上、中、下流域の河川改修（工事）の進捗状

況は。終了予定は。 

 

（５）県は本市を含め１３市１６町２村に対し、災害救助法  

  を適用しました。政府も８月２５日の閣議で、本県や被 

  害のあった九州などに「激甚災害」の指定を正式に決定 

しました。このことによっての交付金、補助金等どのよ 

うに予定されているのか。 

 

（６）今後の対応、対策をどのように考えておられるか。市

長のご見解を賜りたい。 

 

 

 

市  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １４ 

受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 

１､２､３､･  (１)､(２)､(３)･･ ①､②､③･･･ 

答 弁 を     

求める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

番 

 

 

髙 

 

岡 

 

 

亮 

 

一 

 

 

 

議 

 

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．日本の財政をめぐる今後について 

   

（１）この度、我が白岩市長が全国青年市長会の会長に選任

されたことについて、心から喜び、そしてエールを送り

たい。コロナ禍という未曾有の危機下、この重大な時期

に、地方行政を担う若き責任者の代表としての重責が、

我が首長に授けられたことを鑑み、私も気持ちを大きく

して今後の日本のあり方について市長と共に考える機

会としたいと思います。 

   新型コロナの現況を見るに、ＰＣＲ検査数が増えれば

陽性者数が増えるのは当然、その陽性者も検査に引っか

かったというだけで「陽性者＝感染者」ではありません。

「今も新型コロナによる死者はほとんど増加していな

い」という統計もあります。１日あたりの死者数を他の

死亡原因と比較すると、ガン１，０２４人、心疾患５７

０人に比べ、新型コロナはたったの６人。その死者にし

ても、「新型コロナによる死者の平均年齢７９．３歳、

大半が糖尿病や高血圧、腎疾患などの基礎疾患を持って

いた」という東京都の分析もあり、本当に新型コロナそ

のものが死因なのかさえ疑われます。世の中全体冷静さ

を取り戻すにつれ、新型コロナ自体はさほど怖ろしい病

気ではないことが認識されるようになりつつあると思

われます。しかし新型コロナが及ぼしつつある経済への

影響は、先般実質ＧＤＰ減少率年率換算マイナス２７．

８％の発表があったごとく並大抵ではありません。 

   この厳しい経済環境下にあって安倍総理は、いわゆる 

「財政赤字」解消を目指すプライマリーバランス論など  

の雑音には耳を貸さず、果敢に国債を発行して諸々の経 

済対策を実行、その額はすでに画期的な１０万円の定額 

給付金１２兆円分も含めて１００兆円に及んでいます。 

そこで案の定、「後世に大きな付けを残す」「コロナ後は 

増税時代が到来する」といった声があちこちから聞こえ 

てくるようになっていますが、果たしてそうか。 

   実はその一方で、「自国通貨建ての国債を発行してい

る国は債務不履行に陥らない。インフレが起きない限り

財政赤字の増大を気にする必要はないし、財政赤字がイ

ンフレを引き起こす危険性も低い」とするＭＭＴ理論と

いう経済理論が大きな勢いを増しつつあることは周知

の通りです。 

 

市  長 

関係課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １５ 

受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 

１､２､３､･  (１)､(２)､(３)･･ ①､②､③･･･ 

答 弁 を     

求める者 
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髙 

 

岡 
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議 

 

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時代の大きな変わり目、この時機にあって日本の行く

末を考える時、暗い未来か明るい未来か、それを決する

判断の分かれ目がこのＭＭＴ理論を理解するか否かにか

かっていると私は断言します。現在の日本の政治潮流の

最も深い対立は、旧態依然の経済常識にしがみつく財政

緊縮派と、物事を原点から考え、人々の暮らしそのもの

の向上を目指す財政拡大派の対立です。今こそ「財政緊

縮派」の誤りを糺し、「財政拡大派」が勢いを持って日本

をリードしなければ日本は大変なことになります。全国

青年市長会長に就任された白岩市長にこのことを是非ご

理解いただきたい。その期待を込めて質問したいと思い

ます。 

 

① 全国青年市長会長就任にあたっての抱負と決意をお聞

かせください。 

 

② 昨年５月１８日、シェルターなんようで開催された講

演会「新時代『令和』を迎えて〜明るく生きて行くため

に〜」のＤＶＤをご覧いただけたかどうか。ご覧いただ

いたとしてその感想は。 

 

③ 最近、１９９５年から２０１５年まで２０年間の世界

各国名目ＧＤＰ成長率グラフを見て愕然としました。日

本は世界唯一のマイナス成長で、ダントツ最下位なので

す。このことをどう受け止めるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  長 

関係課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １６ 

受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 

１､２､３､･  (１)､(２)､(３)･･ ①､②､③･･･ 

答 弁 を     

求める者 
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２．「宮内から新しい拠点をつくろう会」最終報告書について 

 

（１）宮内公民館改築問題がきっかけとなって発足した会が 

足掛け３年にわたって議論を重ねてきた結果としての報

告書です。この報告書にすべて同調するものではありま

せんが、私も会の一員として議論に参加し、その中で私

なりの構想を育ててきました。この問題は、１．の質問

とも関連しつつ、南陽市が自由な発想をもって明るい未

来に向かうことができるかどうか、そのための試金石と

考えます。その観点から質問します。 

 

① この最終報告書をどう受け止めたか。 

 

（２）宮内公民館は、昭和５７年４月新市庁舎移転に伴い、

その年の１０月施行の「南陽市文化センター設置条例」

に基づき「市民の文化活動を助長し、芸術及び文化の向

上に寄与する」目的で設置された「南陽市文化センター」

と併設されるものです。このことが「宮内から新しい拠

点をつくろう会」の議論の前提です。 

 

① 現在、「南陽市文化センター」としての予算措置はある

か。また、かつてどの程度あったか。 

 

② コロナ禍で多くの観光地が苦しむ中、熊野大社のみは、

若い男女カップル、女性グループを中心に日々多くの参

拝客を集めている。今や熊野大社は、県内出羽三山に次

ぐ No.２の人気神社の地位を獲得した。この勢いを官民

あげて活かしたい。今の宮内公民館の場所をあらためて

南陽からの文化発信拠点「南陽市文化センター」として

の整備を考えてはどうか。 

 

③ 「蔵楽」を今後宮内公民館として使用するとしたら、

改修整備等、どうしたことが必要となるか。 
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 １７ 

受付順 質問者 
質問項目  ・ 要  旨  ・ 内  容 

１､２､３､･  (１)､(２)､(３)･･ ①､②､③･･･ 

答 弁 を     

求める者 
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１．第６次南陽市総合計画の策定について 

 

（１）諮問から答申までの経緯と今後の対応について 

 

（２）これまでの総合計画との関係について 

   （特に５次総を踏まえた対応等について） 

 

（３）基本構想を踏まえた基本計画・実施計画を設定するに

あたり、これまで設定された主要な計画はどのようなも

のがあるのか。また、策定後の各種計画の対応はどうな

るか。（地域防災計画・地域福祉計画・農業振興計画・

都市計画関係の計画・教育振興計画等） 

 

（４）策定後、市民の方への周知はどのように考えているか。 

  （これまで、ダイジェスト版を配布しているが･･･） 

 

（５）策定に要した総経費（見込額）は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  長 

関係課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


